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令和３ 年度～令和６ 年度
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１ 計画の目的・位置付け

葛飾区は、葛飾区基本構想で掲げられた区の将来像等を実現するため、葛

飾区基本計画（令和３ 年度～令和 年度）を策定しました。

この実施計画は、葛飾区基本計画で定めた計画事業について、前期（令和

３ 年度～令和６ 年度）に取り組む具体的な事業内容を年次計画

として明らかにするものです。

 

２ 計画の性格

（１）区の行財政の基本となる計画として、今後、各年度の重点事業や予算編

成などの指針となるものです。 
（２）区が実施すべき主要課題を明らかにし、各分野における関連事業の調整

を行った区の総合的な計画です。 

（３）計画期間に対応した財政計画を示し、計画事業の実現性の見通しを明ら

かにした計画です。 
（４）この実施計画では、「政策立案→事業執行→検証・評価→改革・改善」

のＰＤＣＡサイクルをより円滑に運用できるよう、①「計画」②「予算」

③「行政評価」における事務事業等の表記を可能な限り一致させました。

今後、計画事業の進捗状況や成果指標の達成状況などを的確に把握した

うえで、評価・分析・見直しを行い、その結果を各年度の重点事業や予算

編成に反映させ、経営資源の最適化や事務事業の改善などをより一層進め

ます。

 

３ 計画の期間

令和３ 年度から令和６ 年度までの４か年の計画です。
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児童相談体制の強化

がん対策の総合的な推進

かつしか子ども応援事業

学校施設の改築

４　衛生

3

1 <新>

1 <新>

2

2

<新>

2
3

通年型預かり保育の実施

3

バリアフリー事業 保育人材の確保
学校施設を活用した放課後子ども支援事業

10　地域教育

基本構想将来像「みんなでつくる、水と緑と人情が輝く暮らしやすいまち・葛飾」

基本計画基本方針「夢と誇りあるふるさと葛飾の実現」「区民との協働による、いつまでも幸せに暮らせるまちづくり」

Ⅲ 子ども・教育分野

１　人権・多様性・平和 8　子ども・家庭支援

配偶者暴力防止事業

<新> 1
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
応援事業

居宅訪問型児童発達支援事業

精神保健福祉包括ケアの推進
自殺対策事業
かつしか糖尿病アクションプランの推進

成年後見事業の推進 

1

2

総合的な学力向上事業
～次代に活躍する人材の育成～
教育情報化推進事業<新>

2
体力向上のための取組

２　健康

高齢者の保健事業
働く世代への総合的な健康づくり支援

2

障害者スポーツの推進
区民健康スポーツ参加促進事業
スポーツ施設の利用しやすい環境整備

2

<新>1

1

学びの機会の充実

1
1

1 <新> 包括的な支援体制の整備

3

５　地域福祉・低所得者支援

感染症対策の強化

2

2

3

障害への理解と交流の促進

保育所等訪問支援事業
障害者就労支援事業

1

3

７　障害者支援

高齢者の介護予防事業

3

６　高齢者支援

生活困窮者自立支援事業 

福祉人材の確保・定着支援

2

2

2 <新>

認知症事業の充実
高齢者介護施設の整備等支援

5公共サインの充実

子ども未来プラザの整備
ゆりかご葛飾

<新>

12　スポーツ

<新>

高齢者の健康づくりの推進

障害者施設の整備支援

11　生涯学習

Ⅱ 健康・福祉分野
9　学校教育

３　医療
<新>

Ⅰ 理念分野

人権・多様性への理解促進事業

4

1

保育所等の整備

4

1
いじめ防止対策プロジェクト

3

歩道勾配改善事業 

多文化共生社会の推進

日本語指導の充実
不登校対策プロジェクト

発達障害の可能性のある子どもに対する重層的
な支援体制の充実

若者支援体制の整備
子ども・若者活動団体支援
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４　計画体系図

4

4
3

3

2
3

2

1 寅さん記念館・山田洋次ミュージアムの
リニューアル

5

<新>

2

四つ木地区の街づくり  

3

東四つ木地区の街づくり 
東立石地区の街づくり  

学校避難所の防災機能の強化
災害時協力井戸設置助成
地域安全活動支援事業 

1
2

20　地域活動

15　交通

Ⅳ 街づくり・環境・産業分野

1

6

1

2

1

2

5

16　公園・水辺13　地域街づくり

17　環境

<新>

3

1
2

4

<新>

<新>

<新>

<新>

受援・物資搬送の強化

地域防災の連携・強化

女性視点の防災対策推進
災害医療体制の強化

防災の意識啓発 
防災活動拠点の整備・更新

2

<新>

<新>

1

1

3

民間建築物耐震診断・改修事業
地盤の液状化対策
災害対策本部運営の強化
水害対策の強化

文化財の保存及び活用

資源循環による環境負荷の低減促進

外来種対策 

気候変動適応策の推進

<新>

堀切地区の街づくり

19　観光・文化

14　防災・生活安全

18　産業

4

空家等対策
細街路拡幅整備事業 

バス交通の充実

無電柱化の推進
都市計画道路の整備

新中川橋梁架替事業

京成高砂駅～江戸川駅付近鉄道立体化事業の推進

自転車駐車場整備事業 
新金貨物線の旅客化

自転車利用環境の整備推進事業 

区民との協働による街づくりの推進
新小岩駅周辺開発事業

地域の核となる公園の整備

水の拠点の整備
金町駅周辺の街づくり

立石駅周辺地区再開発事業

河川環境改善事業
新小岩駅周辺開発事業と連動した公共公益施設の整備

金町駅周辺の街づくりと連動した公共公益施設の整備
水辺のネットワーク事業

立石駅周辺地区再開発事業と連動した公共公益施設の
整備

かつしか観光推進事業

生物多様性の保全

かつしかルール推進事業

葛飾ブランド創出支援事業
東京理科大学との産学公連携推進事業

消費者対策推進事業

高砂駅周辺の街づくり
四ツ木駅周辺の街づくり
青戸六・七丁目地区の街づくり 

公衆浴場ガス化等支援事業
農地保全支援事業

区民の環境行動推進
事業者の環境行動推進
区の環境行動推進

緑と花のまちづくり事業

雇用・就業マッチング支援事業
区内産業人材育成支援事業

伝統産業販路拡大支援事業
創業支援事業

地下鉄８・11号線及び環七高速鉄道（メトロセブン）
建設促進事業

<新>

京成押上線（四ツ木駅～青砥駅間）連続立体交差事業

事業承継支援事業

観光資源づくり事業

文化芸術創造のまちかつしか推進事業

※ 20の「政策」、64の「施策」、116の「計画事業」で構成しています。

※ 施策は番号のみを記載し、政策名と計画事業名を記載しています。

※ <新>は、新規に計画化した事業を表します。
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５ ＳＤＧｓの実現に向けて

（１） 背景

平成 27 年９月の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」が採択され、その中で、令和 12（2030）年を期限とする「持続可能な

開発目標（Sustainable Development Goals）」（以下「ＳＤＧｓ」という）とし

て、持続可能な世界を実現するための 17 の目標（ゴール）と 169 のターゲット

が掲げられました。 
我が国では、平成 28 年５月、内閣総理大臣を本部長とする「持続可能な開発

目標（ＳＤＧｓ）推進本部」が設置されるとともに、同年 12 月には同本部によ

り「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」が決定されました。また、同

指針の取組を具体化するために、「ＳＤＧｓアクションプラン」が策定され、日

本ならではの「ＳＤＧｓモデル」を構築し、国際社会に展開することを目指し

ています。 
こうした中、全国の地方自治体、企業、地域団体等において、その実現に向

けた取組が進められています。地方自治体のＳＤＧｓ達成に向けた取組は、持

続可能な開発を通して自治体の活性化を促すことで、少子高齢化に歯止めをか

け、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわたって成長力を確保

することを目指した地方創生の実現にも資するものと期待されています。 

（２） 葛飾区基本計画とＳＤＧｓ

葛飾区基本計画では、基本方針の１つとして「区民との協働による、いつま

でも幸せに暮らせるまちづくり」を掲げ、ＳＤＧｓが目指す経済・社会・環境

の全ての面における発展に向け、成長と成熟とが調和した持続可能なまちづく

りを進めることとしています。 
葛飾区基本計画に掲げる「葛飾・夢と誇りのプロジェクト」や政策・施策を

着実に展開しながら、ＳＤＧｓの実現に向けて組織横断的な取組を推進し、い

つまでも幸せに暮らせる「夢と誇りあるふるさと葛飾」を実現していきます。 

（３） ＳＤＧｓが目指す経済・社会・環境の全ての面における発展に向けて

本区では、ＳＤＧｓの実現に向けて区の施策の総合的な推進を図るため、区

長を本部長とする葛飾区ＳＤＧｓ推進本部を設置しています。この本部では、

ＳＤＧｓの実現に向けた取組の推進や、ＳＤＧｓの普及・理解促進を図るため

の検討を行っています。 
今後、職員一人一人がＳＤＧｓの趣旨を十分に理解し、庁内連携を図りなが

ら各施策・事務事業の取組を進めていきます。また、区民、事業者、地域団体

等はもとより、未来の子どもたちに対しても、その考え方を広く周知・啓発す

ることで、持続可能な社会の担い手を育んでいきます。このように、区民、事

業者などの多様な主体と区が連携し、協働しながら、ＳＤＧｓが目指す経済・

社会・環境の全ての面における発展に向けた取組を進めます。
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持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）１７のゴール

　

１ 貧困 ２ 飢餓

３ 保健 4 教育

５ ジェンダー ６ 水・衛生

７ エネルギー ８ 経済成長と雇用

９ ｲﾝﾌﾗ、産業化、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 10 不平等

あらゆる場所のあ
らゆる形態の貧困
を終わらせる。

飢餓を終わらせ、
食料安全保障及び
栄養改善を実現し、
持続可能な農業を
促進する。

あらゆる年齢の全
ての人々の健康的
な生活を確保し、
福祉を促進する。

全ての人に包摂的
かつ公正な質の高
い教育を確保し、
生涯学習の機会を
促進する。

ジェンダー平等を
達成し、全ての女
性及び女児の能力
強化を行う。

全ての人々の水と
衛生の利用可能性
と持続可能な管理
を確保する。

全ての人々の、安
価かつ信頼できる
持続可能な近代的
エネルギーへのア
クセスを確保する。

包摂的かつ持続可能な
経済成長及び全ての
人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのあ
る人間らしい雇用
（ディーセント・ワー
ク）を促進する。

各国内及び各国間
の不平等を是正す
る。

強靭（レジリエント）
なインフラ構築、包摂
的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベー
ションの推進を図る。

11 持続可能な都市 12 持続可能な生産と消費

13 気候変動 14 海洋資源

15　陸上資源 16 平和

17 実施手段

包摂的で安全かつ
強靭（レジリエン
ト）で持続可能な
都市及び人間居住
を実現する。

持続可能な生産消
費形態を確保する。

気候変動及びその
影響を軽減するた
めの緊急対策を講
じる。

持続可能な開発の
ために海洋・海洋
資源を保全し、持
続可能な形で利用
する。

陸域生態系の保護、回
復、持続可能な利用の
推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対
処、ならびに土地の劣
化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止
する。

持続可能な開発のため
の平和で包摂的な社会
を促進し、全ての人々
に司法へのアクセスを
提供し、あらゆるレベ
ルにおいて効果的で説
明責任のある包摂的な
制度を構築する。

持続可能な開発の
ための実施手段を
強化し、グローバ
ル・パートナー
シップを活性化す
る。

総
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ｄ　特別会計繰出金

ｃ　国・都支出金

ｄ　特 別 区 債

ｅ　基金繰入金

ｆ　そ  の  他

ｂ　扶  助  費

ｃ　公  債  費

現行制度を前提に、加算される今後のまちづくり事業等を踏まえて
見込みました。

現行制度を前提に、過去の実績や今後の対象事業等を踏まえて見込
みました。

6　財政計画

（１）　財政計画の基本的な考え方

（２）　歳入、歳出の推計

　ア　歳入

今後の経済動向や区の特性を踏まえて見込みました。ａ　特 別 区 税

ｂ　特別区交付金

　この計画は、実施計画の実効性を確保するため、令和３(2021)年度から令和６
(2024)年度までの４年間の財政フレームを推計したものです。
　財政予測については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域経済への影響
をはじめ、ウィズコロナ・アフターコロナにおける社会経済情勢の変動など、明ら
かになっていない部分もあることから、現時点で想定できる範囲において、現行の
行財政制度を前提に推計しました。

現行制度を前提に、過去の実績等を踏まえて見込みました。

　イ　歳出

適債事業に該当する事業について、後年度負担を考慮して見込みま
した。

基金の目的に沿って、対象事業ごとに見込みました。

上記以外の歳入について、過去の実績等を踏まえて見込みました。

過去の実績や職員数の変動、退職者数等を踏まえて見込みました。ａ　人  件  費

特別区債の既発行額や今後の発行見込額に係る元利償還金を見込み
ました。

現行制度を前提に、過去の実績等を踏まえて見込みました。

｢区民サービス向上改革プログラム｣に掲げる取組を推進し、経費節
減を前提に見込みました。

計画事業の実効性を確保するため、可能な限り財源を配分しまし
た。

ｆ　計画事業費

ｅ　一般行政費
※　補正予算により計上済みの事業費、今後、計上見込みの事業費が含まれているため、
　　令和３(2021)年度の歳入・歳出額と当初予算額は一致しない項目があります。

※　表内の数値は、表示単位未満を四捨五入し、端数調整を行っていないため、合計と一致し
　　ない場合があります。

（単位：百万円）

財政フレーム

伸び率 伸び率 伸び率 伸び率

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

- -2.5% 0.6% 2.7% 0.8%

15.6% 15.1% 15.7% 15.6% 15.9%

- -3.6% 8.6% 0.8% 1.9%

33.1% 30.5% 34.2% 33.4% 34.5%

- 7.6% 1.1% 6.6% -3.8%

30.3% 29.0% 30.3% 31.3% 30.5%

- 105.3% 13.2% 15.5% -8.1%

1.9% 1.7% 1.9% 2.2% 2.0%

- 40.4% -9.5% -0.6% -7.8%

7.5% 8.2% 7.7% 7.4% 6.9%

- 56.2% -36.1% 1.9% -0.1%

11.6% 15.5% 10.2% 10.1% 10.2%

- 10.3% -3.1% 3.1% -1.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

- -1.0% 0.5% -0.8% 2.2%

48.9% 48.1% 49.9% 48.0% 49.6%

- -3.4% 0.8% -4.6% 5.4%

14.0% 14.0% 14.5% 13.4% 14.3%

- 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%

34.1% 33.6% 34.7% 33.8% 34.3%

- 3.6% 21.0% 15.4% 39.5%

0.7% 0.5% 0.6% 0.7% 1.0%

- -0.1% 2.3% 1.2% -0.2%

8.0% 7.7% 8.2% 8.0% 8.1%

- 31.2% -24.9% 4.4% 1.1%

25.0% 29.7% 23.0% 23.3% 23.8%

- 23.4% 26.5% 12.8% -12.1%

18.1% 14.5% 18.9% 20.7% 18.4%

- 10.3% -3.1% 3.1% -1.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

令和６(2024)年度年　度 合　計 令和３(2021)年度 令和４(2022)年度 令和５(2023)年度

270,390 65,551

(令和３(2021)年度～

令和６(2024)年度)

特別区交付金 296,203 68,950

34,350 35,267 35,563

項　目

歳
　
入

特別区税 139,312 34,132

国・都支出金

74,881 75,475

4,232 4,889 4,491

66,253 70,631 67,955

76,897

その他 103,250

特別区債 17,349 3,737

35,100

15,368基金繰入金 67,339 18,527 16,772 16,672

22,437 22,864

108,343 110,754

223,123

22,849

合　計 893,843 225,997 218,925 225,798

歳
　
出

義務的経費 437,042 108,710 109,235

305,083 76,029 76,061 76,572

31,783 30,317 31,943

内
　
訳

人件費 125,574 31,531

扶助費 76,421

18,111 18,081

2,239公債費 6,385 1,150 1,391 1,605

223,106 67,037 50,350 52,569

特別会計繰出金 71,563 17,483 17,888

223,123

41,138

53,150

計画事業費 162,132 32,767 41,452 46,775

一般行政費

合　計 893,843 225,997 218,925 225,798
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